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2）遅刻とは授業開始後１講義の20分以内に入室した場合をいう。

3）早退とは授業終了前１講義の20分以内に退室した場合をいう。　

4）欠課とは授業開始後１講義の20分以上の入退室した場合をいう。

2　講義、演習及び実習時間の出欠席の算定・管理は、次のとおり定める。

1）講義及び演習時間は90分をもって1講義2時間とする。

2）実習時間は60分をもって１時間とする。 

3　欠席・欠課、遅刻、早退をする場合、事前の報告とともに、事後速やかに所定の

届出用紙 (様式18・19・20) に記入の上、教員へ届出書を提出する。

4　病気欠席が７日以上に亘る時は、医師の診断書を添えなければならない。病気欠

席が７日以内でも、学校保健法第12条の疾病の場合は、診断書を提出しなければ

ならない。

（出席停止、忌引き等）
第 15 条　次の各号に該当する場合は、出席停止、忌引き等の日数として処理する。

1）伝染病に羅患し、又はその恐れの有る者として、出席停止を命じた期間

2）伝染病の予防上、学校の全部又は一部を休業した場合の日数

3）非常災害の理由で、欠席した場合

4）忌引きの日数は次のとおりとし、忌引届 (様式21) を提出する。

（1）父母　　　　　　　　　　　　　　　　７日以内

（2）祖父母・兄弟姉妹　　　　　　　　　　３日以内

（3）伯（叔）父、伯（叔）母、曽祖父母　　１日以内

（健康管理）
第 16 条　学則第30条に定める健康管理に必要な事項は、次のとおりとする。

1）学生の健康管理は、健康管理医及び校長の指名する教員がこれにあたる。

2）健康管理医が学生の健康診断を行い、その結果を校長に報告する。

3）健康診断項目は、次の内容とする。

① 身体測定

② 胸部レントゲン

③ 検尿

④ 内科的診察

4）臨地実習に参加するためには、学生は次に掲げる感染症対策(ワクチン接種等)

　 を講じなければならない。

① ＨＢs 　  

② 小児感染症　　　

③ 結核

④ インフルエンザ

（入学検定料・入学金及び授業料等の額）
第 17 条　学則第32条に定める入学検定料、入学金及び授業料等の額は、次のとおりとする。

2　入学検定料は、20,000円とする。

3　学費については、次のとおりとする。

1）入学金は、200,000円とし、入学手続時徴収する。




























